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国会提出 

予定時期 

※ 医療保険制度の適正かつ効

率的な運営を図るための健

康保険法等の一部を改正す

る法律案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の雇用の促進等に関

する法律の一部を改正する

法律案 

 

 

 

 

女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律等の

一部を改正する法律案 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図

るため、保険者間で被保険者資格の情報を一

元的に管理する仕組みの創設及びその適切な

実施のために医療機関等へ支援を行う医療情

報化支援基金（仮称）の創設、医療及び介護給

付の費用の状況等に関する情報の連結解析及

び提供に関する仕組みの創設、広域連合及び

市町村により高齢者の保健事業と介護予防を

一体的に実施する枠組みの構築、被扶養者の

要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金に

おける従たる事務所の廃止等の措置を講ず

る。 

 

障害者の雇用を一層促進するため、事業主

に対する短時間労働以外の労働が困難な状況

にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、

国及び地方公共団体における障害者の雇用状

況についての的確な把握等に関する措置を講

ずる。 

 

女性をはじめとする多様な労働者が活躍で

きる就業環境を整備するため、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関する

計画の策定等が義務付けられる事業主の範囲

を拡大するほか、いわゆるパワーハラスメン

ト、セクシュアルハラスメント等の防止に関

する国、事業主及び労働者の努力義務を定め

るとともに、事業主に対してパワーハラスメ

ント防止のための相談体制の整備その他の雇

用管理上の措置を義務付ける等の措置を講ず

る。 

国会提出済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月上旬 

 

 

 

 

 

 

３月上旬 
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医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等

に関する法律等の一部を改

正する法律案 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法及び児童虐待の

防止等に関する法律の一部

を改正する法律案 

 

 

医薬品、医療機器等が安全かつ迅速に提供

され、適正に使用される体制を構築するため、

医療上特に必要性が高い医薬品及び医療機器

について条件付きで承認申請資料の一部省略

を認める仕組みの創設、虚偽・誇大広告による

医薬品、医療機器等の販売に係る課徴金制度

の創設、医薬品等行政評価・監視委員会（仮称）

の設置、薬剤師による継続的服薬指導の実施

の義務化、承認等を受けない医薬品、医療機器

等の輸入に係る確認制度の創設その他所要の

措置を講ずる。 

 

児童虐待防止対策の強化を図るため、児童

相談所において心理に関する専門的な知識及

び技術を必要とする指導をつかさどる所員の

数の基準の創設、児童相談所への他の児童福

祉司の指導及び教育を担当する児童福祉司の

配置の義務付け、児童虐待を行った保護者等

に対する指導の強化等の措置を講ずる。 

 

３月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月上旬 
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１．オンライン資格確認の導入 【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律（高確法）、船員保険法 】
・ オンライン資格確認の導入に際し、資格確認の方法を法定化するとともに、個人単位化する被保険者番号について、個人情報保護の観点から、健康
保険事業の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止（告知要求制限）する。

２．オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】

３．NDB、介護DB等の連結解析等 【高確法、介護保険法、健康保険法】
・ 医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）と介護保険レセプト情報等のデータベース（介護ＤＢ）について、各DBの連結解析を可能とするととも
に、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備（審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等）を行う。
（DPCデータベースについても同様の規定を整備。）

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等 【高確法、国民健康保険法、介護保険法】
・ 75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等に
ついて定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化 【健康保険法、船員保険法 、国民年金法、国民健康保険法】
⑴ 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。
⑵ 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。

６．審査支払機関の機能の強化 【社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法】
⑴ 社会保険診療報酬支払基金（支払基金）について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。
⑵ 医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する（支払基金・国保連共通） 。
⑶ 医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する（支払基金・国保連共通）。

７．その他
・ 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消するため、所
要の規定を整備する。【国民健康保険法】

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等
の一部を改正する法律案の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びそ
の適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情
報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、
被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずる。

改正の趣旨

平成32年４月１日（ただし、１については公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日、２は平成31年10月１日、３並びに６⑵及び⑶は平成32年10
月１日（一部の規定は平成34年４月１日）、５⑵及び７は公布日、６⑴は平成33年４月１日）

施行期日

改正の概要
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、
国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずる。

改正の趣旨

１．障害者の活躍の場の拡大に関する措置

⑴ 国及び地方公共団体に対する措置

① 国及び地方公共団体の責務として、率先して障害者を雇用するように努めなければならないこととする。

② 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方公共団体は、障害者活躍

推進計画作成指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならないこととする。

③ 国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者（障害者雇用の促進等の業務を担当する者）及び障害者職業生活相談員（各障害者の職業生活に

関する相談及び指導を行う者）を選任しなければならないこととする。

④ 国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した障害者の任免状況を公表しなければならないこととする。

⑤ 国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、公共職業安定所へ届け出なければならないこととする。

⑵ 民間の事業主に対する措置

① 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者（特定短時間

労働者）を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設する。

② 障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する事業主（常用労働者300人以下の中小

事業主に限る。）を認定することとする。

２．国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置

⑴ 障害者雇用促進法の実効性を確保するため、厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体の任命権者に対する報告徴収の

規定を設けるとともに、国及び地方公共団体の任命権者並びに民間の事業主は、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保

存しなければならないこととする。

⑵ 障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法について明確化する。

改正の概要

施行期日

未定稿

平成32年4月1日（ただし、１．⑴①及び２．⑴前段については公布の日、１．⑴③④⑤並びに２．⑴後段及び⑵については公布の日から起
算して３月を超えない範囲内において政令で定める日）
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等
の一部を改正する法律案の概要

女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業主行
動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシュ
アルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１． 女性活躍の推進【女性活躍推進法】

⑴ 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。

⑵ 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、現在１項目以上の公表を求め

ている情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から１項目以上公表することとする。
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。

⑶ 女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし（仮称））の創設

２． ハラスメント対策の強化
⑴ 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」（ハラスメント対策）を明記【労

働施策総合推進法】

⑵ パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】

① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務（相談体制の整備等）を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備

② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による
調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備

⑶ セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】

① セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
② 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止

※ パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

改正の概要

公布日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（ただし、１ ⑴ ⑵の対象拡大は３年、２ ⑴は公布日。また、
２（2）①について、中小事業主は公布日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務）

施行期日

未定稿
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律案の概要

国民のニーズに応える優れた医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するとともに、住み慣れた地域で患者が安心
して医薬品を使うことができる環境を整備するため、制度の見直しを行う。

改正の趣旨

１．医薬品、医療機器等をより安全・迅速・効率的に提供するための開発から市販後までの制度改善
(1)「先駆け審査指定制度」「条件付き早期承認制度」の法制化、開発を促進する必要性が高い小児の用法用量設定等に対する優先審査等

※先駆け審査指定制度 … 世界に先駆けて開発され早期の治験段階で著明な有効性が見込まれる医薬品等を指定し、優先審査等の対象とする仕組み
※条件付き早期承認制度 … 患者数が少ない等により治験に長期間を要する医薬品等を、一定の有効性・安全性を前提に、条件付きで早期に承認する仕組み

(2) 最終的な製品の有効性、安全性に影響を及ぼさない医薬品等の製造方法等の変更について、事前に厚生労働大臣が確認した計画に沿って変更する場
合に、承認制から届出制に見直し

(3) 継続的な改善・改良が行われる医療機器の特性やＡＩ等による技術革新等に適切に対応する医療機器の承認制度の導入
(4) 適正使用の最新情報を医療現場に速やかに提供するため、添付文書の電子的な方法による提供の原則化
(5) トレーサビリティ向上のため、医薬品等の包装等へのバーコード等の表示の義務付け 等

２．住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し
(1) 薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務

薬局薬剤師が、患者の薬剤の使用に関する情報を他医療提供施設の医師等に提供する努力義務
(2) 患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局(※)の知事認定制度（名称独占）を導入

※①入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（地域連携薬局）
②がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

(3) 服薬指導について、対面義務の例外として、一定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を規定 等

３．信頼確保のための法令遵守体制等の整備
(1) 許可等業者に対する法令遵守体制（経営陣と現場責任者の責任の明確化等）の整備等の義務付け
(2) 製造販売業者、製造業者、薬局開設者が重大な法令違反をし、改善のため特に必要な場合の役員変更命令等の導入
(3) 虚偽・誇大広告による医薬品等の販売に対する課徴金制度の創設
(4) 国内未承認の医薬品等の輸入に係る確認制度（薬監証明制度）の法制化、麻薬取締官等による捜査対象化
(5）医薬品として用いる覚せい剤原料について、医薬品として用いる麻薬と同様、自己の治療目的の携行輸入等の許可制度を導入 等

４．その他
(1) 医薬品等の安全性の確保や危害の発生防止等に関する施策の実施状況を評価・監視する医薬品等行政評価・監視委員会の設置
(2) 科学技術の発展等を踏まえた採血の制限の緩和等

改正の概要

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（ただし、１.(2)(4)、２.(2)及び３.(1)～(3)については公布の日から起算して２
年を超えない範囲内において政令で定める日、１.(5)については公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日）

施行期日

を法制化

未定稿
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児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律
の一部を改正する法律案の概要改正の趣旨

児童虐待防止対策の強化を図るため、児童相談所の体制の整備、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上
等のための措置を講ずる。

１．児童相談所等の体制整備の推進【(１)①のみ児童虐待の防止等に関する法律、それ以外は児童福祉法】

（１）必要な相談支援体制の整備

① 都道府県は、保護者に対する指導を効果的に行うため、一時保護等を行った職員以外の者に指導を行わせる等の措置を講ずることとする。

② 都道府県知事は、市町村の業務の適切な実施を確保するため、体制の整備等について必要な助言を行うことができることとする。

③ 国は、市町村・都道府県に対して、業務を適切に行うための体制の整備・人材確保等の支援に努めることとする。

（２）児童相談所における弁護士等の配置

都道府県は、全ての児童相談所に弁護士、医師及び保健師を配置することとする。

（３）児童相談所の業務に対する評価の実施

① 都道府県知事は、児童相談所の行う業務の質の評価を行うことにより、その業務の質の向上に努めることとする。

② 国は、児童相談所の業務の質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めることとする。

２．児童福祉業務従事者の資質の向上【児童福祉法】

（１）児童福祉司等の任用要件の見直し

① 児童福祉司及び児童相談所長の任用要件として、精神保健福祉士、公認心理師を法律上規定する。

② 児童福祉司の任用要件のうち、社会福祉主事として従事したことがある者に係る要件について、児童福祉事業に代えて、相談援助業務の経験

を必要とすることとする。

（２）指導及び教育を行う児童福祉司（スーパーバイザー）の任用要件の見直し等

児童相談所における指導及び教育を行う児童福祉司の配置を規定するとともに、その任用要件について、児童福祉司として概ね５年以上勤務し

た者であることに加え、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修の修了者でなければならないこととする。

（３）児童心理司（※）の配置基準の法定化

都道府県は、児童心理司の数について、政令で定める基準に基づき定めることとする。

※ 児童心理司･･･児童、保護者等に対し、心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導（心理療法、カウンセリング、助言指導等）を行う者。

３．その他所要の規定の整備

改正の概要

平成32年４月１日（１⑵、２⑴②及び⑵の一部については平成34年４月１日）（予定） ※所要の経過措置を設けるものとする。

施行期日

未定稿
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